
 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 法 規 制 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Ⅰ－1 

第 1 環境関係法令の体系 

環境関係法令は、環境基本法を根幹法令に次のように体系づけられています。 

 

総 則

公害の定義・環境の保全に関する 理 念

事 業 者 等 の 責 務

環境基準の設定

大気汚染

水質汚濁

土壌汚染

騒 音

振 動

地盤沈下

悪 臭

土地利用

自然環境

地 球 環 境 保 全

費 用 負 担 財 政 措 置 v

環 境 審 議 会 等

環 境 省 中 央 環 境 審 議 会

都 道 府 県 環境審議会

市 町 環境審議会

特定工場における公害防止組織の整備に関する法

律 

環境影響評価法 

大気汚染防止法、道路交通法、電気事業法、 

ガス事業法、ダイオキシン類対策特別措置法、 

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律等 

水質汚濁防止法、浄化槽法、海洋及び海上災害の

防止に関する法律、湖沼水質保全特別措置法、 

ダイオキシン類対策特別措置法 

土壌汚染対策法、ダイオキシン類対策特別措置法、 

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 

騒音規制法、道路交通法 

工業用水法、 

建築物用地下水採取の規制に関する法律 

振動規制法、道路交通法 

悪臭防止法、化製場等に関する法律 

国土利用計画法、都市計画法、建築基準法 

自然環境保全法、自然公園法 

公害紛争処理法、 

公害健康被害の補償等に関する法律 

地球温暖化対策への推進に関する法律、特定化学

物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律、フロン類の使用の合理化 

及び管理の適正化に関する法律 

公害防止事業費事業者負担法、公害の防止に関する

事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 

都道府県における環境の保全に関する基本的事項

を調査審議するため設置しなければならない。 

環境基本計画・公害 

防止計画の策定等 

市町村における環境の保全に関する基本的事項を調

査審議するため設置することができる。 

環境の保全に関する基本的事項を調査審議する。 

紛 争 処 理 ・ 

被 害 者 救 済 

環境の保全上の 

支障を防止する

た め の 規 制 

環

境

基

本

法 

環境の保全に関する

基 本 的 施 策 

環 境 影 響 評 価 


